
刑事施設に収容されている方の
マイナンバーカード申請・受取方法のご案内



はじめに

住民登録地（住民票の住所）は
大阪市内ですか？

代理人（ご家族等）の方に下記２点をお願いすることができますか？
①申請者の住民登録地あてに転送不要で郵送する書類の受け取り
②区役所窓口での申請者のマイナンバーカードの受け取り

はい
いいえ

住民票を置いている市区町村
窓口にお問い合わせください。

①②のいずれかができない場合、マイナンバー
カードを受け取ることはできません。

出所後に申請手続をしていただくか、10ページ
をご参照ください。

はい
いいえ

次のページから、申請方法および受取方法に
ついてご説明いたします。
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マイナンバーカードの受け取りには、本人が区役所窓口に来庁し、厳格な本人確認を行う必要がございます。
刑事施設に収容されている方の場合、ご自身が来庁してマイナンバーカードを受け取ることができないため、
代理人の方に手続きを行っていただくことになります。
なお、実際に手続きを行っていただく際は、代理人から申請者本人の住所区の区役所窓口へご相談ください。



第１ マイナンバーカードの申請方法について
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マイナンバーカードの申請方法

交付申請書入手方法・申請方法

①申請書ID入り交付申請書を用いる場合

②手書用交付申請書を用いる場合

申請方法について

マイナンバーカードは、「個人番号カード交付申請書」（以下「交付申請書」と言いま
す。）を地方公共団体情報システム機構宛て郵送することで、申請いただけます。

郵 送

申請者 地方公共団体
情報システム機構
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申請書は、専用封筒を使用していただくことで、切手無しで郵送して
いただくことができます。

地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカード総合サイト」
https://www.kojinbango-card.go.jp/download/



①申請書ID入り交付申請書を用いる場合

画像：申請書ID入り交付申請書（枠内が申請書ID）
地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード総合サイト
「申請書IDについて」より
https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_application_id1/

申請書ID入り交付申請書について

• 住民登録のある区の区役所窓口が発行する交付申請
書であり、申請書右上にIDが入っているものです。

• 申請書ID入り交付申請書は、代理人の方が、申請者
が住民登録している区の区役所窓口に来庁していた
だくことで、発行を受けることができます。その際、
次の３点が必要となります。
① 本人の本人確認書類

② 代理人の本人確認書類

③ 委任状
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②手書用交付申請書を用いる場合

画像：手書用交付申請書
地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード総合サイト「交
付申請書等ダウンロード」より
https://www.kojinbango-
card.go.jp/hpsv/wpmng/assets/pdf/download/tegaki-kofu-shinseisho.pdf

手書用交付申請書とは

• 申請書IDが入っていない交付申請書であり、申請書ID
入り交付申請書とは異なり、マイナンバーカード総合
サイトから簡単に取得することができます

• この申請書で申請を行う際は、申請書に申請者のマイ
ナンバー（個人番号）を記入していただく必要がござ
います。

• ご自身のマイナンバーを知る方法は、次の２つです。
① 通知カードまたは個人番号通知書で確認する方法

② マイナンバー入りの住民票の写しを取得して確認す
る方法
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第２ マイナンバーカードの受取方法について
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マイナンバーカードの受取方法
• マイナンバーカードが完成すると、住
民登録している区の区役所窓口から住
民登録地あてに「交付通知書」を送付
いたします。交付通知書は、原則とし
て住民登録地以外への送付ができない
ため、刑事施設収容中の場合、住民登
録地に住んでいるご家族等に受け取っ
ていただく必要がございます。

• 刑事施設収容中の場合、申請者本人が
区役所窓口に来庁しマイナンバーカー
ドを受け取ることができないため、代
理人の方が来庁し受け取っていただく
ことになります。

• 代理人によるマイナンバーカード受け
取りに際しては、申請者本人および代
理人の本人確認書類ならびに委任状が
必要となります（18ページ参照）。

申請者
（代理人）

住民登録している区の区役所窓口

交 付
通知書

本人
確認
書類

委任状
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住民登録地
（住民票住所）

【注意】
紛失等、本人の責によるマイナンバーカード再発行には手数料1,000円
（カード再発行800円、電子証明書再発行200円）が必要です。



第３ その他
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本人や代理人による手続が困難である場合
• 次に掲げる場合により、マイナンバーカードの
申請・受取が困難である場合は、住民登録地を
収容されている施設に移すことにより、施設職
員を代理人として、施設所在地の市区町村窓口
でマイナンバーカード申請・交付手続を行うこ
ともできます。
① 本人や代理人による申請書発行・マイナンバー

カード受取が困難である場合

② 交付通知書等、住民登録地に送付する郵便物を
受け取ることができない場合

③ 長期間住民登録地に居住していないことにより
住民票が職権消除されている場合

• その場合、住民登録している区の区役所窓口に
転出届を提出（郵送可：上記③の場合は不要）
し、施設所在地の市区町村窓口に転入届を提出
していただく必要がございます。

申請者 住民登録している区の
区役所窓口

①転出届

施設所在地の
市区町村窓口

施設所在地に住民登録をし
た場合、カードの受取等は
施設所在地の市区町村窓口
になります。

（受取方法等については、
当該市区町村窓口や刑事施
設職員にご相談ください）
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マイナンバーカードの申請・受取に必要な書類の作成
について

交付申請書に貼付する顔写真や、受取時にご用意いただく一部の書
類（顔写真証明書・在所証明書）の作成については、施設の職員にご
相談くださいますようお願いいたします。
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第４ マイナンバーカード特急発行について

12



マイナンバーカード特急発行とは

13

令和６年12月２日より、刑事施設に収容されていた方等を対象に、申請から１週間程度でマイナンバーカードを交付
する「マイナンバーカード特急発行」が始まりました。

地方公共団体情報システム機構
（J-LIS）

申請者

①特急発行の申し出

区役所

⑴条件 ※下記２点を全て満たす必要があります。

① 刑事施設の収容されていたこと（既に出所していること）

② マイナンバーカード交付に必要な本人確認書類が揃った日から30日以内
に特急発行の申請を行うこと

⑵お手続き

住民登録している区の区役所窓口に来庁し、「特急発行によるマイナン
バーカード申請」を申し出てください。その場で申請手続や顔写真撮影を行
います。

※マイナンバーカード特急発行の場合、代理人による申請はできません。

⑶必要なもの

• 本人確認書類（17ページ参照）

• 手数料（本人の責によりマイナンバーカードを再発行する場合：カード特
急再発行1,800円、電子証明書再発行200円）

⑷申請後について

申請受付後、区役所から地方公共団体情報システム機構（J-LIS）にマイナ
ンバーカード作成依頼をし、マイナンバーカード完成後、J-LISから住民登録
地あてに転送不要の簡易書留郵便の速達で送付いたします。



第５ （参考）マイナンバーカード申請・交付手続に
必要な本人確認書類等について

【注意事項】

次のページから、大阪市でマイナンバーカード関係の手続を行っていただく場合に必要となる書類について
まとめております。

収容されている施設を住民登録地としたうえで施設所在地の市区町村窓口で手続きを行う場合、次のページ
に書かれている内容と異なることがあります。詳しくは、施設の職員または施設所在地の市区町村窓口にご確
認いただきますようお願いいたします。
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大阪市内の区役所窓口でマイナンバーカード
関係手続を行う際に必要な本人確認書類一覧

A書類（下記12点）
B書類

（官公署等が発行した書類であり「氏名＋住所」又は
「氏名＋生年月日」の記載があるもの：下記は例示)

• 運転免許証

• 運転経歴証明書（交付年月日が平成24年4月1日以降
のものに限る。）

• マイナンバーカード
• 住民基本台帳カード（顔写真あり）
• 旅券（パスポート）
• 身体障害者手帳
• 精神障害者保健福祉手帳
• 療育手帳
• 在留カード
• 特別永住者証明書
• 一時庇護許可書
• 仮滞在許可書

• 各種保険の被保険者証
• 資格確認書
• 後期高齢者医療被保険者証
• 医療受給者証
• 各種年金証書
• 児童扶養手当証書
• 母子健康手帳
• 生活保護決定通知書
• 生活保護適用証明書
• 休日・夜間等診療依頼書
• 各種免状
• 顔写真証明書 など

15※いずれも有効期限内のものに限ります。



大阪市内の区役所窓口でマイナンバーカード関係手続を行う
際に必要な書類の組み合わせ

必要な書類 書類の組み合わせ

本人の本人確認書類
17頁に掲げる本人確認書類１点（郵送による請求の場合は、本人確認書類の
コピーを送付）
※ 郵送による請求の場合は、パスポートを本人確認書類としてお使いいただけませ

ん。

※ 郵送による請求の場合において各種保険の被保険者証のコピーを送付する場合は、
被保険者番号及び記号をマスキング（黒塗り）して送付してください。

代理人の本人確認書類
（代理人による請求の場合）

代理権を証明する書類
（代理人による請求の場合）

委任状（※）

１ 申請書ID入り交付申請書の発行に必要な書類

※委任状には、紙に次の内容を記載していただきますようお願いいたします。
・委任状を作成した年月日
・委任者（ご本人）の住所、氏名、電話番号
・受任者（代理人）の住所、氏名
・委任する内容（例：「マイナンバーカードの申請・交付、電子証明書の発行に関する一切の権限」等）
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書類の組み合わせ その他書類一覧

A書類２点
• 通知カード

➢ マイナンバー制度開始から令和２年５月24日までにマイ
ナンバーが付番された方に送付しています。

➢ 申請・交付時に回収いたします
• 個人番号通知書

➢ 令和２年５月25日以降にマイナンバーが付番された方に
送付しています。

• 交付通知書
➢ 本人受取の場合のみ

• 照会回答書

➢ 住民登録している区の区役所窓口に依頼していただくこ
とで、住民登録地あてに転送不要郵便で送付いたします。

A書類１点＋B書類１点

A書類１点＋その他書類（右記）１点

B書類２点＋その他書類（右記）１点

大阪市内の区役所窓口でマイナンバーカード関係手続を行う
際に必要な書類の組み合わせ

２ マイナンバーカードを受け取りに必要な書類（本人受取・特急発行申請の場合）
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必要な書類 書類の組み合わせ

本人の本人確認書類
A書類２点 または A書類１点＋B書類１点 または、B書類３点
※代理人受取の場合、いずれか１点は顔写真付きであること

代理人の本人確認書類 A書類２点 または A書類１点＋B書類１点

代理権を証明する書類 委任状

その他必要書類

• 交付通知書（交付通知書中の照会回答書に住所・氏名の自署が必要）
• 本人が来庁できないことを疎明する資料（※１、２）
• 委任状（交付通知書の委任状欄を用いること）

大阪市内の区役所窓口でマイナンバーカード関係手続を行う
際に必要な書類の組み合わせ

３ マイナンバーカードを受け取りに必要な書類（代理人受取の場合）

※１ 施設収容中の場合、在所証明書や、※２記載の顔写真証明書が「本人が来庁できないことを疎明する資
料」になります。

※２ 収容中施設の長が作成した「顔写真証明書」を「本人の本人確認書類」として用いた場合、その顔写真証
明書は、「本人が来庁できないことを疎明する資料」としても用いることができます。顔写真証明書の作成
については、施設の職員にご相談していただきますようお願いいたします。
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【作成】

大阪市市民局総務部住民情報担当

令和６年３月 初版作成

令和６年12月 第２版作成
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